




新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策として、市民1人当たり10万円の特別定額給付金を支給します。

■給付対象者
福山市の住民基本台帳に登録されている人
基準日：2020年4月27日（月）
※配偶者などからの暴力を理由に避難しており、配偶者などと生計を別にしている人や、施設入所している児童・高齢

者などは、一定の要件を満たし、その旨を申し出た場合は居住市区町村において給付対象となります

■申請方法
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、原則として郵送で申請してください。やむを得ない場合は、本庁
舎や各支所の窓口で受け付けます。
申請書の記入例は、市ＨＰに掲載しています。
不明な点は、福山市コールセンターに問い合わせてください。
※マイナンバーカードの保有者はオンライン申請もできます（5月27日（水）まで）。国の受付システム（マイナポータ

ル）を利用してください。詳しくは総務省ＨＰ「特別定額給付金」に掲載

■申請期限
8月17日（月）まで（当日消印有効）
※期限内に申請をしない場合、給付金を受け取ることができません

■給付額
１人につき 10万円

■受給権者
給付対象者の属する世帯の世帯主

 「特別定額給付金」の振り込め詐欺に注意してください
●市や総務省などが、ATM（銀行・コンビニなどの現金自動預払機）の操作や、「特別定額給

付金」を給付するための手数料などの振り込み、Eメールを送りURLをクリックして申請手続
きを求めることは絶対にありません。

●自宅や職場などに、市や総務省の職員などをかたった電話がかかってきたら、迷わず、市
コールセンターや最寄りの警察署、警察相談専用電話（♯9110）に連絡してください。

特別定額給付金のお知らせ
問福山市特別定額給付金事務局（ 928-1267）

問い合わせ先 申請手続き：福山市特別定額給付金コールセンター 928-1267
（平日8:30〜17:00）
給付金の制度：総務省コールセンター 0120-260020

（9:00〜18:30）

■給付金の申請・給付の流れ

申請時に指定
した方法（口座
振込または現金
受領）で受け取っ
てください。

4申請内容審査後、市
役所から申請者に、支
払方法・金額などを記
載した結果通知書が届
きます。

3申請書に口座番号など必要事
項を記入・押印し、必要書類など
を添付して同封の返信用封筒で
返送してください。※給付金の
支払いは原則口座振込です

25 月 1 5 日以降
に、市役所から 申
請書などの書類が
届きます。
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